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令和６年 多賀町議会６月第２回定例会会議録 

 

令和６年６月４日（火） 午前９時３０分開会 

 

◎出席議員（１０名） 

  １番  小 島   櫻 君        ６番  川 岸 真 喜 君 

  ２番  一之瀨 浩 治 君        ７番  富 永   勉 君 

  ３番  大 谷 重 温 君        ８番  山 口 久 男 君 

  ４番  近 藤   勇 君        ９番  神細工 宗 宏 君 

  ５番  木 下 茂 樹 君       １０番  菅 森 照 雄 君 

 

◎欠席議員（０名） 

  な   し 

 

◎説明のために出席した者の職氏名 

  町 長 久 保 久 良 君    産業環境課長 野 村   博 君 

  教 育 長 山 中 健 一 君    地域整備課長 飯 尾 俊 一 君 

  会 計 管 理 者 岡 田 伊久人 君    学校教育課長 伊 東 瑞 江 君 

  企 画 課 長 藤 本 一 之 君    教育総務課長 谷 川 嘉 崇 君 

  総 務 課 長 本 多 正 浩 君    生涯学習課長 竹 田 幸 司 君 

  税務住民課長 小 菅 俊 二 君    監 査 委 員 寺 西 久 和 君 

  福祉保健課長 林   優 子 君 

 

◎議会事務局 

  事 務 局 長 大 岡 まゆみ      書    記 渡 邊 美 和 

                                        

◎議事日程 

 日程第１  会議録署名議員の指名 

 日程第２  会期の決定（６月４日～１９日 １６日間） 

 日程第３  諸般の報告 

 日程第４  行政報告 

 日程第５  総務常任委員長報告 

 日程第６  産業建設常任委員長報告 

 日程第７  同意第３７号  多賀町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意

を求めることについて 

 日程第８  承認第３８号  専決処分事項の承認を求めることについて 
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（多賀町税条例の一部を改正する条例） 

 日程第９  承認第３９号  専決処分事項の承認を求めることについて 

（多賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例） 

 日程第10  承認第４０号  専決処分事項の承認を求めることについて 

（令和５年度多賀町一般会計補正予算（第１１号）） 

 日程第11  承認第４１号  専決処分事項の承認を求めることについて 

（令和５年度多賀町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）） 

 日程第12  承認第４２号  専決処分事項の承認を求めることについて 

（令和５年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算

（第４号）） 

 日程第13  承認第４３号  専決処分事項の承認を求めることについて 

（令和５年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第２号）） 

 日程第14  報告第４４号  令和５年度繰越明許費繰越計算書について 

（多賀町一般会計） 

 日程第15  報告第４５号  令和５年度多賀町水道事業会計予算繰越計算書につい

て 

 日程第16  議案第４６号  行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特

定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例

について 

 日程第17  議案第４７号  多賀町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事

項ならびに指定居宅介護支援等の事業の人員および運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例に

ついて 

 日程第18  議案第４８号  多賀町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備お

よび運営に関する基準等を定める条例の一部を改正す

る条例について 

 日程第19  議案第４９号  多賀町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サー

ビスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例につい

て 

 日程第20  議案第５０号  多賀町指定介護予防支援等の事業の人員および運営な

らびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効
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果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例について 

 日程第21  議案第５１号  多賀町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例について 

 日程第22  議案第５２号  令和６年度多賀町一般会計補正予算（第２号）につい

て 

 日程第23  議案第５３号  令和６年度多賀町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）について 

 日程第24  議案第５４号  令和６年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）について 
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（開会 午前 ９時３０分） 

○議長（菅森照雄君） ただ今から、令和６年６月第２回多賀町議会定例会を開会いたし

ます。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 本定例会に町長より提出されました案件は、同意案１件、承認案

６件、報告案２件、議案９件であります。 

 なお、本日の議事日程を別紙のとおり定めましたので、ご審議を賜りますようよろし

くお願いいたします。 

                                        

（開議 午前 ９時３０分） 

○議長（菅森照雄君） ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しております

ので、これより本日の会議を開きます。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１ 「会議録署名議員の指名」を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、 

    ３番  大 谷 重 温 議員    ４番  近 藤   勇 議員 

を指名いたします。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２ 「会期の決定」を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、去る５月２４日開催の議会運営委員会において、

本日６月４日から１９日までの１６日間に決定していただいておりますので、そのよう

にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日から１９日までの１６日間に決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第３ 「諸般の報告」を行います。 

 次の３点について報告いたします。 

 第１点目は、陳情については、お手元に配布しております陳情文書表のとおり、陳情

１件を受理しました。 

 第２点目は、１月、２月、３月、４月に実施された出納検査および定期監査の結果に

ついては、お手元に配布しておりますとおり、報告がありました。 

 第３点目は、議員派遣については、お手元に配布しております報告書のとおり、議員

派遣を行いました。 

 これで諸般の報告を終わります。 
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○議長（菅森照雄君） 日程第４ 「行政報告」を行います。 

 町長から行政報告の申出がありましたので、これを許します。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 本日、令和６年第２回多賀町議会定例会を招集させていただきま

したところ、議員の皆様には公私何かとご多用の中ご出席賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、去る４月２４日、人口戦略会議が報告書として「地方自治体 持続可能性分析

レポート」を公表しました。この報告では、前回の１０年前、多賀町は消滅可能性自治

体として警鐘を鳴らされましたが、今回の報告では、消滅可能性自治体からは脱却をし

たとの分析がされたところであります。 

 この間、行政としては、子育て支援の強化や定住対策をはじめ、多賀町の特性を生か

した「キラリとひかるまちづくり」に継続的に取り組むとともに、民間による宅地造成

が進んだことから、若い世代を中心とした転入が増加し、人口減少に一定の歯止めがか

かったことが要因と考えております。 

 しかしながら、今後はこの傾向が安定的に継続することはないだろうと考えておりま

すし、この結果に甘んじることなく、１０年、１５年先の多賀町のまちづくりを考え、

さらに取組を充実強化させなければならないと決意を新たにしているところでございま

す。 

 そのことを踏まえ、私自身の第５期目のスタートとして、まずは行政内部において、

ハード面、ソフト面の両面から、多賀町の将来のまちづくりに向けた課題の洗い出しと

素案を取りまとめるよう指示を出したところであります。今後、都度議員の皆様はじめ、

関係各位のご意見をお伺いしながら、多賀町のまちづくりを進めてまいりたいと考えて

おります。ご理解、ご協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 後になりましたが、この４月３０日をもって小菅俊二副町長が退任となりました。小

菅氏におかれましては、平成２４年５月より３期１２年の長きにわたり副町長の重責を

果たしていただき、多賀町の発展、福祉の暮らしの向上のために格段のご尽力を頂きま

した。改めて感謝の意を表したいと存じます。本当にありがとうございました。  

 それでは、議案の説明と行政の状況をご報告させていただきます。 

 今回、本定例会に提出をいたしました議案は、令和６年度一般会計補正予算案をはじ

め、合わせて１８件でございます。 

 いずれも重要な議案でございますので、慎重なご審議を頂き、適切なご決議賜ります

ようよろしくお願い申し上げます。 

 それでは初めに、現時点での令和５年度一般会計決算見込みについてご報告いたしま

す。詳しくは９月定例会に決算として提出しご説明いたしますので、現時点での見込み

について申し上げます。 

 令和５年度一般会計の歳入決算見込額は約６５億１,４００万円、歳出決算見込みは
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約６１億９,９００万円となる見込みであります。歳入歳出差引、約３億１,５００万円

となり、うち令和６年度に繰り越すべき一般財源約４,８００万円を除きますと、実質

収支は約２億６,７００万円となる見込みであります。 

 次に、各所管での取組であります。 

 企画課所管では、令和５年度から繰り越して施工しております（仮称）結いの森公園

整備工事につきましては、現在、最終工程に入っており、６月中の完了を目指し、工事

を進めております。なお、開園日が決定次第、町民の皆様には回覧やホームページ等で

速やかにお知らせさせていただきます。 

 次に、税務住民課所管では、福祉医療費助成について、令和６年４月より高校生世代

の医療費の無料化を開始し、精神障害者手帳１級の方、一部２級所持の方も助成対象と

いたしました。対象者は、高校生世代２０３人、障がいの方４人となっております。 

 また、後期高齢者に対する健康診査につきましては、令和６年度からこれまで対象外

であった検査歴のある被保険者も対象としました。前年度の３２３人から１,３１３人

と対象者を拡大し、さらなる健康増進に努めてまいります。 

 また、物価高騰対策として、税制改正された個人住民税の定額減税については、６月

から実施し、税額を控除しきれなかった方に対する調整給付についても順次実施してま

いります。 

 次に、福祉保健課所管の障がい福祉におきましては、かねてから要望がありました障

がい者グループホームが、社会福祉法人杉の子会により八重練地先にて杉の子ホーム  

すくすくとして５月末に完成しました。このグループホームは定員５名の男性棟であり、

短期入所につきましては男女ともに利用可能であります。６月からサービスを開始し、

地域との交流を行いながら、地域に開かれた施設となるよう、行政とともに連携を図っ

てまいります。また、国の制度による物価高騰対応では、低所得者世帯および子育て世

帯への特別給付金につきましては、５月末に給付を完了し、今後も国の制度に合わせて

適時適切に実施してまいります。 

 次に、産業環境課所管では、農業関係では、農業者の高齢化や離農が進む中、各集落

において農地の利用をどのようにしていくのか考える地域計画の策定に取り組んでいた

だいております。話合いの中では、集落に担い手がいない、担い手がいても高齢で１０

年後を見据えることができないなど切実な声をお聞きし、改めて危機感を認識した次第

であります。このような状況ではありますが、多賀町の魅力の１つでもあります自然、

美しい農地を守っていくとともに、農業経営が継続できるよう、仕組みづくりをしっか

りと進めていかなければならないと思っております。 

 獣害防止対策では、川相周辺に生息するニホンザルの個体数調整として全頭捕獲を計

画しており、５月末から６月末にかけて１回目の捕獲をし、全頭捕獲に至らなかった場

合には、来年１月以降に２回目の捕獲を実施する予定であります。 

 なお、湖東地域全体でユニット単位としてニホンザルの管理方針を定めることで、よ
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り速やかに対応できることとなりましたので、関係自治体とも連携を図り、順次捕獲を

進め、地域の皆様が安心して過ごせるよう努めてまいります。 

 地域整備課所管では、多賀スマートインターチェンジ事業上り線の工事におきまして、

現在、高速道路本線から県道佐目敏満寺線までの区間の本体盛土工事が進捗しており、

徐々にアクセス道路の線形が見えるようになりました。あわせて、国道３０７号の敏満

寺南交差点までの区間につきましても、県道整備が順調に進んでおります。早期の供用

開始に向け、関係機関とともに着実に事業を進めてまいります。 

 最後に、教育委員会所管であります。初めに、教育総務課、学校教育課所管でありま

すが、各小学校、中学校では、４月より新しい体制の中で、全教職員がそれぞれの学校

の教育方針を共通理解し、目標の実現に向けた取組をスタートしました。 

 また、今年度の修学旅行につきましては、小学校は奈良と兵庫を活動場所として歴史

学習と職業体験学習に取り組みます。多賀小では５月２３から２４日に無事終えること

ができ、大滝小学校は９月に、多賀中学校も９月に、場所としては広島、大阪方面に２

泊３日で実施をする予定であります。 

 多賀中学校におきましては、今年度より新たにロボットプログラミング学習に取り組

んでおります。ロボットプログラミング学習は、タブレットを用いてプログラミングを

組み、ロボットにそのデータを送信して、自分が考えたとおりにロボットを動かすもの

で、子どもたちは楽しみながらプログラミングを学んでおります。今後もデジタル時代

に合わせた教育を積極的に取り入れてまいりたいと考えております。 

 就学前教育では、本年４月から町内全ての保育園、こども園におきまして、給食業務

の委託化を開始しました。多賀ささゆり保育園では、５歳児、４歳児の希望する保護者

を対象に給食を喫食してもらう機会がありました。多くの保護者からおいしいとの感想

を頂いております。また、主食でありますご飯の提供も併せて開始し、保護者の負担軽

減にもつながり、衛生面におきましても改善が図れたものと考えております。引き続き、

安心で安全な給食の安定供給に努めてまいります。 

 生涯学習課所管では、来年度、滋賀県で国スポ・障スポ２０２５が開催されることか

ら、多賀町ではデモンストレーションとしてモルックの開催を予定しているところであ

ります。今から住民の皆さんの機運を醸成していくため、スポーツ推進委員をはじめ、

関係者と連携し、月イチモルックや町民モルック大会の実施だけでなく、普及啓発を行

い、多賀町を全国に発信できるよう努めてまいります。 

 博物館では、３月２日より４月７日にわたり、企画展「多賀のワニ化石とその仲間た

ち」を開催しました。イベント中は県外の方も含め１,５００人を超える方々にご観覧

いただき、関連イベントと併せて盛況な企画展となりました。今後も多賀の自然や歴史

文化に焦点を当て、様々な事業に取り組んでまいります。 

 図書館では、５月１１日、開館からの累計貸出し冊数４００万冊を達成しました。今

後も、暮らしの中に役立つ図書館を目指し、町民の皆さんの身近な生活の課題に答えら
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れる資料の収集と興味関心を持っていただける情報発信を行い、利用者とのコミュニケ

ーションを大切にした図書館運営に努めてまいります。 

 以上、６月議会定例会の開会に当たり、行政の近況について申し上げさせていただき

ました。 

 なお、本日提案をさせていただきます議案につきましては、時間の関係上、説明を割

愛させていただきますが、提案の都度、ご説明申し上げますので、ご審議賜りますよう

よろしくお願い申し上げまして、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

 ありがとうございます。 

○議長（菅森照雄君） これで行政報告を終わります。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第５ 「総務常任委員長報告」を行います。 

 閉会中における継続調査の結果について報告を求めます。 

 ４番、近藤勇総務常任委員長。 

〔総務常任委員長 近藤勇君 登壇〕 

○総務常任委員長（近藤勇君） それでは、ただいま議長の方から話がございました。閉

会中の総務常任委員会の調査結果について報告をさせていただきます。 

 閉会中におけます総務常任委員会、５月８日午前９時から、委員全員と執行者側より

町長、教育長、教育総務課長、学校教育課長、生涯学習課長ならびに同参事の出席を求

め、委員会を開催いたしました。会議規則第７７条の規定によりまして、報告をさせて

いただきます。 

 今回の調査では、教育委員会所管の事務調査として、今年度の教育行政方針、教育委

員会所管事業の概要についての説明を求め、質疑応答を行ったところでございます。  

 その後、現地調査といたしまして、多賀町中学校の視察ならびにただいま町長から話

もございましたが、２０２５年、滋賀県において開催されます国民スポーツ大会でのデ

モンストレーションスポーツのモルックを体験させていただきました。 

 最初に、今年度の教育行政方針について説明を頂き、質疑を行いました。教育長から

教育行政方針として「未来にはばたく、心豊かでたくましい人づくり」を教育基本目標

として、保育園、こども園、小学校、中学校が連携を図り、知、徳、体の「確かな学

力」、「豊かな心」、「健やかな体」の育成に向けた取組を進めていると説明がありました。 

 教育総務課、学校教育課所管事業として、１点目に就学前教育（保育園、こども園）

の入所状況でございますが、働き方改革、人材確保、給食業務の委託化等について、各

園の状況説明を受けたところでございます。 

 ２点目に、子育て支援事業である子ども・家庭応援センターにおける業務としての児

童虐待防止と対応、子育て支援、発達支援、不登校支援の状況ならびに放課後児童クラ

ブの運営、第３子以降の給食費の無償化事業と、保育園、こども園給食におけるご飯の

提供等について説明を受けました。 
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 ３点目は、学校教育・教育振興として、教育委員会の運営事業、教育推進・教育振興

事業、ＧＩＧＡスクール構想の推進、小学校運営管理事業、中学校管理運営事業等につ

いて説明を受けたところでございます。生涯学習課の生涯学習推進事業として、人権教

育に関する事業、青少年育成に関する事業、地域力の推進に関する事業、家庭教育支援

に関する事業、社会教育・生涯学習に関する事業、文化活動の推進に関する事業、多賀

中央公民館（多賀結いの森）の利用促進事業、生涯スポーツ関連事業等について説明を

受けました。 

 引き続き、質疑応答に入りました。 

 委員から、待機児童の件で、施設は整っているが、保育士が確保できていないことか

ら待機児童が発生しているという認識でいいのかという質問に対しまして、そのとおり

ですとの答弁がございました。 

 委員から、ヤングケアラーの状況は、放課後児童クラブの受入れ状況はということで、

また、あわせまして、中学校の帰宅時の通学バスの利用者が少なく、タクシーに変更し

た方が経費の抑制になるのではないかとの質問に対し、ヤングケアラーとしての把握し

ている児童生徒はおりません。次に、放課後児童クラブの定員は大体２００名程度であ

るが、現在１５７名を受け入れています。また、最後の通学バスの利用者の件ですが、

いつもなのか、またはたまたまなのかの状況の把握に努め、今後検討していくと答弁が

ございました。 

 委員から、海外の学校との交流についての質問に対し、ニュージーランド研修のこと

と思うが、新型コロナウイルスの蔓延により、ここ何年か実施していない。また、物価

が不安定なことから、業者の見積りが取れなく、検討はしたが、今年度については見送

ることとした旨、答弁がございました。 

 委員から、外国語教育のシャハさん、この方のレベルはどの程度なものなのかの質問

に対し、学校で聞く限り、子どもとの関係性もよく、語学の力も伸びて英語が好きにな

った子どもが多くなったということで、今後も継続してほしいと学校側からもお願いさ

れていると答弁がございました。 

 続きまして、現地研修としての多賀中学校で、山本校長からパワーポイントを活用し

て学校の方針等の説明を受け、教頭の案内で各学年の授業状況を視察をいたしました。  

 引き続き、質疑応答に入りました。 

 委員から、授業についていけない子どももいると思うが、そのような生徒への対応は

いかにされているかの質問に対し、少人数学習を取り入れている。これは数学の授業が

中心ですが、基礎的な授業と応用的な授業の２つに分けるとか、単純に２つに分けると

か、少人数での特性を生かしたきめ細かな指導に努めていると説明がありました。 

 町長から、部活動の状況について地域移行はどのようになっているのかの質問に対し

て、テニス部は県大会にも出場しており、やまびこクラブで地域の方にコーチをしてい

ただいている。バスケット部はスポーツ少年団の２人の指導者にお願いしている等々の
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地域の方との指導をお願いしているという答弁がございました。 

 また、委員から、中間テストがなくなったのはどうしてかの質問に対し、１学期は授

業日数も少なく、範囲も少ないことから、中間テストは行わず単元テストを実施してい

るという答弁がございました。 

 委員から、不登校の状況についての質問に対し、４月から全く来ていないという子ど

もはおりません。来づらい子どもはいますし、別室に登校している子どももおります。

先ほど申しました、冒頭言いましたように、一日も来ていない生徒はいませんとの答弁

がございました。 

 モルックの実技指導を中央公民館「結いの森」で受けました。生涯学習課の職員から

モルックのルール等について説明を受け、２チームに分かれて対戦をいたしました。  

 最後に、全体を通しての質問ということで、委員から、ＹＯＢＩＳＨＩとはどのよう

な団体なのかとの質問に対し、主に多賀の食文化を調査し、それを普及啓発するという

団体であり、文化庁の１００年フードで、滋賀県でも初めて登録をされた団体ですとい

う答弁がございました。 

 委員から、一冨士フードサービスに給食委託されているが、地元産食材の活用は町産

か圏域か県なのかの質問に対し、お米に関しては１００％多賀町産ですと。他の食材に

関しては、業者が食品衛生基準を重視しているので、ＪＡなどを通じて多賀の農家が作

られた食材を購入してもらうことなどを進めていると答弁がありました。 

 委員から、博物館の臨時学芸補佐員と図書館長はどのような経歴の方なのかの質問に

対し、博物館の臨時学芸補佐員は元学校の教員で、地学関係の知識をお持ちで博物館の

化石発掘体験の補佐などをサポートしていただいた方です。図書館長は、元長浜市の図

書館長をしておられ、経験豊かな司書の経歴のある方ですと答弁がありました。 

 委員から、博物館長はささゆりコンサート開催委員会の委託先となっているが、博物

館の館長と事業の受託は良いのかとの質問に対し、委託料でなく、団体の運営に関する

補助金となっていますとの答弁がありました。 

 委員から、敏満寺の歴史民俗資料館は今後どのようにするのかとの質問に対し、滋賀

県で一番最初にできた資料館で、活用の是非について検討していくが、今後、胡宮神社

周辺が町の新たな玄関口になる可能性もあることから、地域の活性化も含め、検討して

いくとの答弁がありました。あわせて、老朽化とアスベストの問題があるとのことでご

ざいました。 

 以上で閉会中における総務常任委員会の調査を終了いたしましたので、結果報告とい

たします。 

 以上でございます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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○議長（菅森照雄君） 日程第６ 「産業建設常任委員長報告」を行います。 

 閉会中における継続調査の結果について、報告を求めます。 

 ８番、山口久男産業建設常任委員長。 

〔産業建設常任委員長 山口久男君 登壇〕 

○産業建設常任委員長（山口久男君） 閉会中における産業建設常任委員会の所管事務調

査報告を行います。 

 ５月２０日午後１時３０分より、委員全員と議長、執行者側より町長、飯尾地域整備

課長、岸本地域整備課長補佐および担当係長の出席を求め、委員会を開きました。  

 地域整備課所管について、令和６年度地域整備課所管の道路河川系事業および前年度

からの繰越事業、令和６年度上下水道事業、令和６年度湖東土木事務所所管土木事業に

ついて説明を受けました。 

 令和６年度地域整備課所管の道路河川系事業について、（１）多賀スマートインター

アクセス道路上り線では工事費、ＮＥＸＣＯ事業負担金、借地料です。（２）改良工事

では多賀本町向山町線の現道拡幅、佐目南後谷線の法面保護工事、久徳四手線側溝改良

工事。（３）通学路では、多賀四手線、土田四ツ屋線、敏満寺本線の３路線の路面標示

等、また、岡山団地神田線は舗装工事です。（４）交通安全対策では、土田東出北出線、

富之尾一号線、敏満寺富之尾線（集落内）の３路線の区画線工事、（５）道路維持補修

では、栗栖多賀線ほか５路線、富之尾一号線ほか２路線、絵馬通り線補修、これは継続

です。（６）町事業急傾斜では、萱原地区第３工区の落石防護、（７）地籍調査では、多

賀地区、梨ノ木地区です。（８）橋梁の長寿命化は、５年に１回橋梁を総点検するもの

で、令和７年には修繕計画を策定をするものです。 

 次に、前年度からの繰越分についてです。（１）多賀スマートインターアクセス道路

上り線では、事業負担金、土地借地料、工事費です。（２）通学路では、多賀月之木線

の交差点改良、路面標示等、岡山団地神田線の歩車道境界ブロック、そして水路工、

（３）橋梁長寿命化では、全域の橋梁総点検委託であります。 

 次に、令和６年度上水道事業について、（１）老朽管更新事業として、多賀地区配水

管第１工区布設替工事、猿木地区配水管布設替工事、（２）施設整備は、楢󠄀崎地区舗装

本復旧工事、県道多賀醒ヶ井線舗装本復旧工事、町道多賀四手線舗装本復旧工事、

（３）移設補償では、四手川橋配水管移設工事であります。 

 令和６年度湖東土木事務所所管土木事業計画（概要）についてです。 

 湖東土木事務所の道路関係では、（１）県道多賀醒ヶ井線（スマートインターチェン

ジ）補助道路整備事業での文化財調査、改良工事、（２）県道多賀永源寺線樋田地先の

補助道路整備事業での路線測量、用地測量、（３）国道３０７号多賀、敏満寺の補助道

路整備事業での構造物予備設計、用地測量であります。維持補修については、（１）国

道３０６号多賀久徳工区の橋梁詳細設計および用地測量、用地買収、（２）国道３０６
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号大君ケ畑地区での法面対策、落石対策、（３）国道３０７号福寿橋耐震補強工事であ

ります。 

 河川関係では、（１）みずべみらい再生事業では犬上川、佃川、太田川の竹木伐採、

浚渫、護岸工事、改良工事では芹川、犬上川の護岸工事であります。（２）砂防関係で

は、急傾斜地崩壊対策事業などであります。（３）芹谷地域振興事業では多賀醒ヶ井線

補助道路整備事業などであります。 

 以上の事業概要説明の後、多賀スマートインター事業上り線、そしてまた町道多賀本

町向山町線改良工事予定の現地視察を行いました。多賀スマートインター上り線の工事

現場においては、中日本高速道路株式会社名古屋支社彦根保全・サービスセンター工事

担当課長青木氏から工事概要と進捗状況などの説明を受けました。次に、町道多賀本町

向山町線改良工事は、幅員４ｍ、水路溝５０㎝で、延長７０ｍの工事を行う旨の説明を

受けました。 

 次に、質疑の主なものを申し上げます。 

 ３路線の通学路、路面標示についての質疑に対し、①多賀四手の路面標示については、

多賀四手線の信号から中学校の登校坂付近の通学路の安全確保のための道路標示を考え

ており、公安委員会との調整をしながら進めていきたいと考えている。②土田四ツ屋線

の路面標示については、名神と太田川が交差している部分、そこが通学路となっており、

路面標示が薄くなっているため、舗装補修を行いつつ、通学路面標示の白線、緑の線、

外側線を引き直すことを考えている。③敏満寺本線の路面標示については、名神尼子付

近から敏満寺方面に向け、舗装補修を２年前から順次行いながら、外側線を直し、かつ

グリーンベルトの表示を行う予定をしておりますとの答弁がありました。 

 次に、みずべみらい再生事業の敏満寺太田川の土砂撤去工事について、敏満寺の排水

路の土砂吐けが詰まり、その土砂の一部が太田川に流れていっているのが現状である。

付帯工事などで土砂吐けを撤去できないのかとの質疑に対し、一度現地を視察し、地元

がするものか県湖東土木事務所と相談して調整をしていきたいとの答弁がありました。

付帯工事として、県湖東土木事務所に要望してほしいとの意見が出されました。 

 次に、町道多賀本町向山町線の拡幅工事について、工期はいつ頃かとの質疑に対し、

令和５年度において測量設計業務を発注しております。業務が完了し、令和６年度に積

算業務を行い、本年６月４日の契約審査会に諮り、６月１０日頃には一般競争入札の案

内、６月末頃に契約できる方向で検討していると。業者に側溝２次製品が入荷できるの

か、材料確認の問合せをし、地元の多賀区への説明の後、７月下旬頃に工事着手を行い、

９月末を目途に工事完了を考えているとの答弁がありました。 

 次に、橋梁長寿命化についての質疑に対し、町管理の橋梁が約１５０橋であり、令和

６年度に全て点検を終えなければならないことになっている。５年に１回の点検であり、

令和５年度の補正予算分と令和６年度予算との合算で６年度末までに橋梁の点検を終え

る計画をしているとの答弁がありました。 
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 多賀スマートインター上り線の飛球対策は最終的にどうなったのかとの質疑に対し、

飛球対策について、令和５年度は範囲と工法を検討する業務を東洋技研コンサルタント

株式会社に委託し、成果がまとまっております。現在、詳細設計を同じく東洋技研コン

サルタントに委託しており、工事費の積算業務をしているところです。 

 ゴルフ場に接する道路が完了し、その部分に飛球する玉の数を精査した上で、防球ネ

ット、幕シェルター、遮音壁等の対策が必要となります。最大延長８ｍ、高さ２ｍの壁

を考えており、その他幕シェルター２６ｍ、ネット自体の高さは１４.９ｍから７ｍと

なるとの答弁がありました。 

 以上で閉会中における産業建設常任委員会の報告を終わります。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 暫時休憩をいたします。 

 再開は議場の時計で１０時２５分とします。 

（午前１０時１２分 休憩） 

                                        

（午前１０時２４分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 日程第７ 「同意第３７号 多賀町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについて」を議題とします。 

 本案について、提案者の説明を求めます。 

 久保町長。 

〔町長 久保久良君 登壇〕 

○町長（久保久良君） 同意第３７号 「多賀町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

き同意を求めることについて」、ご説明申し上げます。 

 固定資産評価審査委員会の委員は、固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服

を審査決定するため、町内の住民で納税義務がある者または学識経験を有する者のうち

から議会の同意を得て選任することとなっております。 

 このたび、令和３年６月２７日から当委員としてご尽力いただいております土坂淳子

氏の任期が令和６年６月２６日をもって満了することとなり、同氏の意思を尊重して、

今期限りで退任していただくことといたしました。任期中は、熱意を持って職務にご尽

力賜りました功績に対しまして、深く感謝の意を申し上げる次第でございます。 

 後任者として、人格が高潔で、地方自治の本旨と行政に関して優れた識見をお持ちの

五十嵐真砂代氏を適任者と考え選任いたしたく、地方税法第４２３条第３項の規定によ

り、議会の同意を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「同意第３７号 多賀町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について」は、同意することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、同意第３７号は同意することに決

定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第８ 「承認第３８号 専決処分事項（多賀町税条例の一部

を改正する条例）の承認を求めることについて」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 

○税務住民課長（小菅俊二君） 「承認第３８号 専第２号 多賀町税条例の一部を改正

する条例」につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、令和６年３月

３１日をもって専決処分させていただきましたので、同条３項の規定により報告し、議

会の承認をお願いするものでございます。 

 本条例は地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する法律

が令和６年２月２１日、地方税法等の一部を改正する法律が令和６年３月３０日に公布

され、同年４月１日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。

主な改正は、特別税額控除、定額減税に係る規定の新設、追加でございます。 

 議案書の３ページをお願いします。 

 第３４条の７第１項は、寄附金税額控除について、公益信託の見直しに伴う所得税法

の見直しに伴い、規定を改正するものです。 

 第５１条は、町民税の減免について、職権による減免を可能とする規定を追加するも

のです。 

 第５６条は、固定資産税の非課税の範囲について、私立学校法の見直しに伴い規定を

整備するものです。 

 第７１条、第１３９条の３は、固定資産税、特別土地保有税の減免について、職権に

よる減免を可能とする規程を追加するものです。 

 付則第４条の２は、公益法人等に係る町民税の課税の特例について、条例の性格を踏

まえ、削除するものです。 
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 付則第５条の２は令和６年能登半島地震災害に係る損害控除額等の特例に係る規定を

新設するものです。 

 議案書の４ページをお願いします。 

 中ほどになります。付則の第６条は、法規定の条ずれに伴い改正するものです。付則

第７条の５、付則第７条の６。 

 議案書の６ページをお願いいたします。 

 上から５行目の付則第７条の７。 

 議案書の８ページをお願いします。 

 下から２行目の付則第７条の８は、本年度から実施されます定額減税について、令和

６年度分の個人町民税の定額減税、個人町民税の納付通知書に関する特例、公的年金等

に係る所得に係る個人住民税に関する特例。令和７年度分の個人町民税の定額減税に係

る規定を新設するものです。 

 議案書の９ページをお願いします。 

 上から４行目の付則第８条は、肉用牛の売却による事業所得に係ります町民税の課税

の特例について、定額減税額の算定に用いる所得割の額について、当該規定の適用後の

ものとなるよう、読替規定を追加するものです。 

 付則第１０条の２は、特定バイオマス発電設備、滞在快適性等向上施設等の固定資産

に対する固定資産税の課税標準について、わがまち特例の割合を定める規定を新設する

ものです。 

 付則の１０条の３は、認定長期優良住宅に係る特例について、申告書の提出がない場

合でも、要件に該当すると認められる場合は、特例を適用できるとする規定を新設する

ものです。 

 議案書の１０ページをお願いいたします。 

 上から４行目、付則第１１条から付則第１５条は、固定資産税の特例について、令和

８年度まで延長するものです。 

 付則第１６条の３第３項から、付則第１７条第３項、議案書の１１ページをお願いし

ます。 

 上から４行目の付則第１８条第５項から付則２０条の３第５項は、定額減税の対象と

なる所得割の額について、上場株式等に係る配当所得、土地の譲渡等に係る事業所得、

長期譲渡所得、短期譲渡所得、株式、一般株式等に係る譲渡所得、先物取引に係る雑所

得、特例適用利子および特例適用配当、条約適用利子および条約適用配当等に係る個人

住民税の所得割の額を含める読替規定を追加するものでございます。 

 付則につきましては、令和６年４月１日から施行し、経過措置を規定するものでござ

います。多賀町税条例の一部を改正する条例についての説明は以上でございます。ご承

認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「承認第３８号 専決処分事項（多賀町税条例の一部を改正する条例）の承認を求め

ることについて」は、承認することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、承認第３８号は承認することに決

定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第９ 「承認第３９号 専決処分事項（多賀町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例）の承認を求めることについて」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 

○税務住民課長（小菅俊二君） 「承認第３９号 専第３号 多賀町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例」につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、

令和６年３月３１日付をもって専決処分させていただきましたので、同条第３項の規定

により報告し、議会の承認をお願いするものでございます。 

 本条例は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が令和６年１月２６日に公布、

同年４月１日から施行されることに伴い、改正するものでございます。 

 議案書の１４ページをお願いいたします。 

 第２条は、国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を現行の２

２万円から２４万円に引き上げるものでございます。 

 第２３条は、５割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定について、現行の２９

万円から２９万５,０００円に、２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定につ

いて、現行の５３万５,０００円から５４万５,０００円に引き上げるものでございます。 

 付則につきましては、令和６年４月１日から施行し、適用区分を規定するものでござ

います。 

 多賀町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についての説明は以上でございます。  

 ご了承賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 お諮りします。 

 議案第３９号については、会議規則第３９条第１項の規定により、総務常任委員会に

付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第３９号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１０ 「承認第４０号 専決処分事項（令和５年度多賀町

一般会計補正予算（第１１号））の承認を求めることについて」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「承認第４０号 専第４号 令和５年度多賀町一般会計補正

予算（第１１号）」について、ご説明申し上げます。 

 議案書１７ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算につきましては、第１条に記載のとおり、既定の歳入歳出予算の総額

から９,１８１万３,０００円を減額し、最終予算は歳入歳出５７億６,０７２万６,００

０円となったものでございます。 

 この補正予算は、年度末におきまして例年どおり歳入歳出ともに各款において精算補

正を行った上で収支額の調整を図ったもので、地方自治法第１７９条第１項の規定に基

づき、去る３月３１日付をもって専決処分させていただきましたので、議会に報告し、

承認をお願いするものでございます。 

 それでは、内容につきましてご説明申し上げます。 

 第２条の繰越明許費は、２３ページ、第２表の繰越明許費の追加でございまして、多

賀町障害者社会福祉施設整備事業として、八重練地先に整備されております障がい者グ

ループホームへの建設補助について、建設工期が延長されたため５１２万５,０００円

を次年度に繰り越したものでございます。 

 次に、第３条の地方債補正は、２４ページ、第３表の地方債の変更でございまして、

多賀小学校の整備工事について、契約額で調整し、限度額を減額補正しております。  

 次に、２８ページ、歳入から事項別明細書にて、主なものについてご説明申し上げま

す。 

 １０款の地方譲与税から３０ページ、３７款の新型コロナウイルス感染症対策地方税

減収補填特別交付金まで、それぞれ額の確定により既定予算額を調整したものでござい

ます。 

 中でも、２５款の地方交付税は、特別交付税の額が確定し、９,５６５万９,０００円

を増額して、最終２億９,５６５万９,０００円の交付を受け、令和４年度交付額より約
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１,５００万円の増額となりました。これは、スマートインターチェンジの整備や都市

公園整備関連で、特殊事情が反映されたものと考えております。交付税総額では１５億

７,８３８万８,０００円でうち普通交付税は１２億８,２７２万９,０００円の交付を受

けております。 

 ３１ページ、５０款の国庫支出金から３３ページの５５款県支出金までは、事業実績

に基づき、補助金の調整を行い、国庫支出金では計３,７００万円の減額、県支出金で

は計１,６０１万４,０００円を減額しております。 

 ６５款寄附金はふるさと納税分の精算でございまして、年度末まで寄付が好調であり、

全国から９,１９５名の方からご寄付を頂きました。結果、２億７,１６０万円の寄付額

となり、令和４年度と比べ約１億８,５００万円の増加となりました。 

 ３４ページ、７０款繰入金では、公共施設等維持管理基金繰入金については、事業実

績により３５０万円を減額し、社会福祉基金繰入金につきましては、福祉医療、小中学

生分について給付が増額となったため、３２３万円を増額しております。 

 ７５款繰越金は、令和４年度決算における実質収支額３億３,１２８万７,０００円を

全額精算したものでございます。 

 ８０款諸収入では、収入実績に合わせ、計２,３６７万７,０００円を減額いたしまし

た。 

 ８５款町債につきましては、第３表の地方債補正のとおり２９０万円を減額しており

ます。 

 続いて、歳出につきまして、主なものをご説明いたします。 

 ３６ページをお願いします。 

 １０款総務費では、それぞれの事業で精算を行い、減額補正しております。特に、７

目特別定額給付費につきましては、国からの制度上、繰越明許費が認められませんでし

たので、令和５年度予算からは１,８０９万７,０００円を減額し、令和６年度４月臨時

会において必要額を改めて、令和６年度予算として補正予算をお願いし、対応をさせて

いただいたものになります。総務費総額として４,３０７万円を減額しております。 

 次に、３８ページ、１５款民生費では、それぞれの事業実績により精算しており、特

に３９ページから４０ページ、保育所費、認定こども園費について、運営実績から減額

し、民生費総額で６,９９１万７,０００円を減額しております。 

 ４０ページからの衛生費におきましては、保健事業費での各種がん検診やワクチン接

種委託料、４２ページの塵芥処理費、廃棄物関係の広域行政負担金などを精算し、衛生

費総額で２,４１２万７,０００円を減額しております。 

 ２５款農林水産業費におきましても、事業費の精算をし、１,２５７万１,０００円の

減額。 

 ４４ページ、３０款商工費につきましても、物価高騰対策事業の精算等で３２４万円

を減額いたしました。 
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 ４４ページからの３５款土木費では、除雪対策費や道路改良工事の精算追加に３,１

２３万９,０００円の増額、下水道事業への繰出金につきましては、下水道料金の増加

等で１,０１０万円を減額し、土木費総額で１,８０５万１,０００円を増額しておりま

す。 

 ４５ページ、４０款消防費では、常備消防費での彦根市消防への委託料の精算で、総

額２,１１７万４,０００円を減額しております。 

 ４６ページ、４５款教育費では、工事費の精算や児童生徒援助費の減額など、小中学

校費、社会教育費、合わせて総額１,３４０万１,０００円を減額いたしました。 

 ４７ページ、５０款災害復旧費では、事業費精算により１５１万円を減額し、５５款

公債費では、利子の精算で５７５万円を減額しております。 

 最後でございますが、６０款諸支出金では、本補正での収支を調整し、多賀町まちづ

くり基金ではふるさと納税分について、歳入補正分の２分の１、５８０万１,０００円

を積み立てるとともに、今後を見据え、公共施設維持管理基金に２億６,２７２万１,０

００円を積み立てるものでございます。 

 以上、令和５年度最終予算となります多賀町一般会計補正（第１１号）、専決処分事

項の報告とさせていただきます。 

 ご承認を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「承認第４０号 専決処分事項（令和５年度多賀町一般会計補正予算（第１１号））

の承認を求めることについて」は、承認することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、承認第４０号は承認することに決

定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１１ 「承認第４１号 専決処分事項（令和５年度多賀町

国民健康保険特別会計補正予算（第３号））の承認を求めることについて」を議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 
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○税務住民課長（小菅俊二君） 「承認第４１号 専第５号 令和５年度多賀町国民健康

保険特別会計補正予算」につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、

令和６年３月３１日付をもって専決処分をさせていただきましたので、同条第３項の規

定によりご報告し、議会の承認をお願いするものでございます。 

 議案書の４９ページをお願いします。 

 今回の補正は、保険給付費の額および国民健康保険事業費納付金の額の確定に伴う予

算措置等を行ったもので、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ４,０７０万円を減

額し、歳入歳出それぞれ８億８,２２０万３,０００円とするものでございます。 

 ５４ページをお願いします。 

 事項別明細書の歳入からご説明申し上げます。 

 ２５款５項１０目５節の保険給付費等交付金（普通交付金）は、保険給付費が減額し

たため、県交付金も減額することに伴い、３９５万円減額、１０節の保険給付費等交付

金、特別交付金は特定検診等受診率向上対策事業に不用額が出たため、県交付金を減額

することに伴い、１２０万円減額するものでございます。 

 次に、歳出についてご説明申し上げます。 

 議案書の５５ページをお願いします。 

 １０款５項５目の一般分療養給付費は、保険給付費の減額に伴い２,２００万円減額、

１５目の一般分療養費は、保険給付費の減額に伴い、１５０万円減額するものでござい

ます。１０項の高額療養費は、高額療養費の減額に伴い１,６００万円減額するもので

ございます。 

 ２６款の保健事業費は、特定健診等受診率向上対策事業委託料に不用額が出たことに

伴い、１２０万円減額するものでございます。 

 令和５年度多賀町国民健康保険特別会計補正予算についての説明は以上でございます。

ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「承認第４１号 専決処分事項（令和５年度多賀町国民健康保険特別会計補正予算

（第３号））の承認を求めることについて」は、承認することに賛成の方はご起立願い

ます。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、承認第４１号は承認することに決
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定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１２ 「承認第４２号 専決処分事項（令和５年度多賀町

介護保険事業特別会計補正予算（第４号））の承認を求めることについて」を議題とし

ます。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 「承認第４２号 専第６号 令和５年度多賀町介護保険事

業特別会計補正予算（第４号）」につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に

より、去る３月３１日付で専決処分をさせていただきましたので、同条第３項の規定に

よりご報告し、議会の承認をお願いするものでございます。 

 議案書５７ページをお願いいたします。 

 今回、令和５年度の介護保険事業の実績に伴い、歳入歳出額の過不足を精算させてい

ただくもので、第１条記載のとおり、既定の歳入歳出予算総額から歳入歳出それぞれ１ ,

０５５万６,０００円を減額し、歳入歳出それぞれ８億８,４８９万５,０００円とする

ものでございます。 

 それでは、事項別明細書にてご説明いたします。 

 議案書６２ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、５款介護保険料の第１号被保険者保険料につきましては、

当初見込みより６５歳以上である第１号被保険者数が多かったことにより２００万円の

増額となりました。 

 また、介護給付費の実績に伴いまして、１５款国庫支出金、介護給付費負担金につき

ましては、居宅介護サービス給付費等の給付費分の２０％と、施設介護サービス給付費

分の１５％の負担率相当額を合わせて３４５万円の減額でございます。 

 次に、調整交付金ですが、これは給付費の５.５％の交付率相当額となりますが、１

１５万５,０００円の減額。 

 ２０款支払い基金交付金は、４０歳から６４歳までの第２号被保険者からの介護給付

費交付金で、介護保険給付費の２７％相当額５６７万円の減額でございます。  

 ６３ページに移りまして、介護給付費県負担金は、居宅介護サービス給付費等の給付

費分１２.５％と、施設介護サービス給付費分の１７.５％の負担率相当額となりますが、

合わせて３３７万５,０００円の減額。一般会計繰入金の介護給付費繰入金は、町負担

分１２.５％相当額、２６２万５,０００円を減額、その他の一般会計繰入金につきまし

ては、事務費繰入金３００万円を減額、合わせて５６２万５,０００円を減額いたしま

す。基金繰入金の介護給付費準備基金繰入金は８２８万１,０００円を予定しておりま

したが、不用となりましたので、全額を減額いたします。繰越金につきましては１,５
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００万円を増額し、受け入れます。 

 次に、６４ページ、歳出についてご説明申し上げます。 

 ５款総務費につきましては、先ほど歳入で事務費繰入金を減額した３００万円のうち、

一般管理費に充当する１５０万円を減額。 

 介護給付費の介護サービス等諸費は、要介護１から５に該当する介護認定者の各種介

護サービス給付費の実績それぞれについて増減があり、１,０００万円の減額補正をさ

せていただきます。 

 内訳につきましては、まず、居宅介護サービス給付費では、多くの居宅サービス給付

費が増加した中で、特にデイサービスやショートステイの給付費が見込みより上回った

ため、８００万円を増額。地域密着型介護サービス給付費は、認知症対応型通所介護サ

ービスや地域密着型通所介護サービスの給付費が当初見込みより下回り、３００万円の

減額。施設介護サービス給付費は、特に介護老人福祉施設と介護医療院サービスの給付

費が当初見込額より減少し、１,５００万円を減額させていただくものです。 

 高額介護サービス費につきましては１００万円の減額。 

 ６５ページに移りまして、市町村特別給付費につきましては、紙おむつの給付をする

ものでございますが、登録者および申請件数ともに前年度より増加し、１０万円の増額。 

 次に、特定入所者介護サービス費、これは施設入所等の場合の低所得者への食費と居

住費の補足給付ですが、施設介護サービスの給付費の減少に伴い１,０００万円を減額。 

 地域支援事業費につきましては、先ほど歳入で事務費繰入金を減額した３００万円の

うち、介護予防・生活支援サービス第１号事業費に充当する１５０万円を減額いたしま

す。 

 介護給付費準備基金積立金につきましては１,０３４万４,０００円を基金に積み立て

ます。 

 以上、説明とさせていただきますので、よろしくご審議いただきますようお願い申し

上げます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「承認第４２号 専決処分事項（令和５年度多賀町介護保険事業特別会計補正予算

（第４号））」の承認を求めることについては、承認することに賛成の方はご起立願いま

す。 

〔起 立 全 員〕 
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○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、承認第４２号は承認することに決

定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１３ 「承認第４３号 専決処分事項（令和５年度多賀町

後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号））の承認を求めることについて」を議

題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 

○税務住民課長（小菅俊二君） 「承認第４３号 専第７号 令和５年度多賀町後期高齢

者医療事業特別会計補正予算」につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定に基

づき、令和６年３月３１日付をもって専決処分させていただきましたので、同条第３項

の規定によりご報告し、議会の承認をお願いするものでございます。 

 議案書の６９ページをお願いします。 

 今回の補正は、後期高齢者医療広域連合納付金の額の確定に伴う予算措置を行ったも

のでございます。 

 ７３ページをお願いします。事項別明細書の歳入からご説明申し上げます。  

 ５款５項の後期高齢者医療保険料は、広域連合負担金（保険料分）の増額に伴い２５

０万円増額するものでございます。 

 １５款５項１０目の保険基盤安定繰入金は、広域連合負担金（基盤安定繰入分）の確

定に伴い２５０万円減額するものでございます。 

 次に、歳出についてご説明申し上げます。議案書の７４ページをお願いいたします。  

 １０款５項５目の後期高齢者医療広域連合納付金は、広域連合納付金の額の確定に伴

い、広域連合負担金（保険料分）を２５０万円増額、広域連合負担金（基盤安定繰入

分）を２５０万円減額するものでございます。 

 令和５年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計補正予算についての説明は以上でござ

います。ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「承認第４３号 専決処分事項（令和５年度多賀町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第２号））の承認を求めることについて」は、承認することに賛成の方はご起立
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願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、承認第４３号は承認することに決

定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１４ 「報告第４４号 令和５年度（多賀町一般会計）繰

越明許費繰越計算書について」を議題とします。 

 本案について、提案者の報告を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「報告第４４号 令和５年度繰越明許費繰越計算書につい

て」、ご説明申し上げます。 

 ７５ページをお願いいたします。 

 令和５年度の一般会計の繰越事業につきましては、総務費、民生費、衛生費、土木費、

教育費、災害復旧費、合わせて１３事業で、総事業費１億５,４８２万６,０００円のう

ち１億３,２３７万３,０００円を令和６年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令

第１４６条第２項の規定に基づき、繰越計算書を調製しましたので、ご報告させていた

だきます。 

 それぞれの事業の進捗に合わせ、議決いただいた金額の範囲内で繰越額を確定させ、

それぞれ財源について調整したものでございます。 

 まず、総務費では、戸籍情報システムおよび住民基本台帳・戸籍附票システムの改修

で、それぞれ氏名に振り仮名を付すためのシステム構築で、令和７年３月を完了予定と

しております。 

 民生費、障害者社会福祉施設整備事業につきましては、工期の遅れから繰越しをさせ

ていただきました。現時点の進捗として、既に工事が完了し、６月より開設をされてお

ります。また、子ども子育て支援事業計画策定事業につきましては、令和７年３月に完

成予定であり、衛生費の健康増進計画、食育推進計画策定事業についても、令和７年３

月を完了予定としております。 

 コロナワクチン接種対策事業につきましては、最終の支払いや機材の処分を進めてお

り、６月末に完了予定でございます。 

 土木費では、スマートインターチェンジ上り線の整備事業、橋梁点検事業、町道岡山

団地神田線通学路安全対策事業につきましては、令和７年３月末の完了を予定し、町道

多賀月之木線ほか通学路緊急対策事業につきましては、令和６年９月末を完了予定とし

て進めております。都市公園の整備事業につきましては間もなく完了し、６月中にオー

プンを予定しております。 

 教育費の多賀のワニ化石企画展事業につきましては、４月７日に事業を終了いたしま
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した。 

 最後に、災害復旧費、林道施設の災害復旧事業につきましては、令和５年８月の豪雨

により被害を受けた林道権現谷線の復旧工事で、６月末に完了する予定であります。 

 なお、財源内訳につきましては、国・県の補助金や地方債の特定財源と一般財源に分

けて明記しております。 

 以上、報告とさせていただきます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 「報告第４４号 令和５年度（多賀町一般会計）繰越明許費繰越計算書について」の

報告を終わります。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１５ 「報告第４５号 令和５年度多賀町水道事業会計予

算繰越計算書について」を議題とします。 

 本案について、提案者の報告を求めます。 

 飯尾地域整備課長。 

〔地域整備課長 飯尾俊一君 登壇〕 

○地域整備課長（飯尾俊一君） 「報告第４５号 令和５年度多賀町水道事業会計予算繰

越計算書について」、ご説明申し上げます。 

 議案書７６ページをお願いいたします。 

 令和５年度多賀町水道事業会計予算におきまして、その一部を繰越しいたしましたの

で、地方公営企業法第２６条第３項の規定により、ご報告するものでございます。 

 初めに事故繰越額についてです。水道会計予算は水道事業費用の営業費用となり、事

業名は施設不良箇所として４９８万３,０００円で、繰越財源としましては、自己資金

を充当するものでございます。 

 事業の内容としまして、主に川相浄水場にあります膜処理設備のほか各施設の電気計

装設備等の修繕を行うものであり、修繕予定の部品の入荷が遅れているため繰越しを行

ったものでございます。なお、工事完了は８月末を予定をしています。 

 次に、建設改良費の繰越額につきましては、水道会計予算は資本的支出の建設改良費

となり、事業名は中川原水源地他２地区取水ポンプおよび流量計更新工事として２,０

２７万３,０００円で、繰越財源としましては、損益勘定留保資金２,０２７万３,００

０円を充当するものでございます。 

 事業の内訳としましては、中川原水源地の取水ポンプ１台と水位計の更新ならびに敏

満寺浄水場の送水管用の流量計１台、川相浄水場の送水管用流量計１台、そして川相配

水地の配水管用の流量計１台、計３台分の更新を行うものであります。ポンプおよび流

量計の入荷が遅れているため、繰越しを行ったものでございます。なお、工事完了は８
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月末を予定しています。 

 次に、下段の資本的支出の建設改良費では、事業名は敏満寺地区（スマートインター

関連）配水管移設工事として１,２４５万円で、繰越財源としましては、損益勘定留保

資金１,２４５万円を充当するものでございます。 

 事業の内容としましては、県が施行しています県道佐目敏満寺線の付け替え工事が完

了していないため、繰越しを行ったものでございます。なお、工事完了は１１月末を予

定しております。 

 以上、報告に代えさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 「報告第４５号 令和５年度多賀町水道事業会計予算繰越計算書について」の報告を

終わります。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１６ 「議案第４６号 行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の

提供に関する条例の一部を改正する条例について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 

○税務住民課長（小菅俊二君） 「議案第４６号 行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供

に関する条例の一部を改正する条例について」、ご説明いたします。 

 本条例について、マイナンバーを情報連携する事務について行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律の別表第２を引用していましたが、法

改正により廃止されましたことから、この法改正に合わせた条例改正を行うものでござ

います。 

 議案書の７７ページをお願いします。 

 第２条は、定義に特定個人番号利用事務、利用特定個人情報を加えるものでございま

す。 

 第４条は、個人番号の利用範囲において、番号法別表第２には、マイナンバーを情報

連携する事務について定められておりましたが、法改正により別表第２が廃止され、そ

の内容が主務省令で定められることにより、引き続き情報連携が可能になることに伴い、

「法別表第２の第２欄に掲げる事務」を「特定個人情報利用事務」に、「同表の第４欄

に掲げる特定個人情報」を「、利用特定個人情報」に、「当該特定個人情報」を「当該

利用特定個人情報」に改めるものでございます。 
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 付則につきましては、公布の日から施行するものでございます。 

 本条例の一部を改正する条例についての説明は以上でございます。ご審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第４６号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用および特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正す

る条例について」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、議案第４６号は原案のとおり可決

されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第１７ 「議案第４７号 多賀町指定居宅介護支援事業者の

指定に関し必要な事項ならびに指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について」、日程第１８ 「議案第４８号 多賀

町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例について」、日程第１９ 「議案第４９号 多賀町指定地域密着

型介護予防サービスの事業の人員、設備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部

を改正する条例について」、日程第２０ 「議案第５０号 多賀町指定介護予防支援等

の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について」は関連があり

ますので、一括議題といたします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 「議案第４７号 多賀町指定居宅介護支援事業者の指定に

関し必要な事項ならびに指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について」、「議案第４８号 多賀町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備および運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

について」、「議案第４９号 多賀町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設
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備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について」、「議案第５

０号 多賀町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正

する条例について」、これらの条例につきまして、関連がありますので、一括してご説

明をさせていただきます。 

 議案書は７８ページから９５ページでございます。 

 今回の改正は、介護サービス事業の基準について、省令の基準を踏まえて市町村の条

例で定めることとされており、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等の一部を改正する省令が令和６年１月２５日に公布されたことに伴い、影響の

ある４つの条例の一部を改正する必要があるため、提案させていただくものです。  

 第４７号議案につきましては、要介護者が介護サービスを利用できるようにサービス

計画を作成するための居宅介護支援等の事業について。第４８号議案につきましては、

地域密着型サービスのうち介護給付を行うサービスについて。また、第４９号議案につ

きましては、地域密着型サービスのうち介護予防給付を行うサービスについて。第５０

号議案につきましては、要支援者が介護予防サービスを利用できるようにサービス計画

を作成するための介護予防支援等の事業についての条例であり、今回の主な改正内容の

概要としましては、１点目は介護療養型医療施設の廃止に伴う規定の整備、２点目は人

員基準の緩和、３点目は身体的拘束や新興感染症および緊急時に係る対応についての明

確化、４点目は利用者の状況把握について、テレビ電話等、ＩＣＴの利用を可能とする

こと、そのほかは文言の修正等を行うものでございます。 

 なお、この改正は令和６年４月１日から施行するものでございますが、重要事項の掲

示に係る規定と身体拘束等の適正化に係る対応に関しては、令和７年３月３１日まで努

力義務とする経過措置が取られています。 

 さらに、利用者の安全ならびに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資す

る方策を検討する委員会の設置、および協力医療機関との連携に関する対応につきまし

ては、令和９年３月３１日までを努力義務とする経過措置が取られております。  

 説明は以上でございます。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。  

○議長（菅森照雄君） これより４案についての質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより「議案第４７号 多賀町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項な

らびに指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 
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 これより採決を行います。 

 「議案第４７号 多賀町指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項ならびに指

定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例について」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、議案第４７号は原案のとおり可決

されました。 

 これより「議案第４８号 多賀町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および

運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第４８号 多賀町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備および運営に関

する基準等を定める条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり決定するこ

とに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、議案第４８号は原案のとおり可決

されました。 

 これより「議案第４９号 多賀町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設

備および運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について」の討論を行

います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第４９号 多賀町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備および

運営ならびに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり決

定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、議案第４９号は原案のとおり可決

されました。 

 これより「議案第５０号 多賀町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならび

に指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定

める条例の一部を改正する条例について」の討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 
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○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第５０号 多賀町指定介護予防支援等の事業の人員および運営ならびに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

の一部を改正する条例について」は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願

います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、議案第５０号は原案のとおり可決

されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２１ 「議案第５１号 多賀町特定教育・保育施設および

特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」

を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 谷川教育総務課長。 

〔教育総務課長 谷川嘉崇君 登壇〕 

○教育総務課長（谷川嘉崇君） 「議案第５１号 多賀町特定教育・保育施設および特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」、ご

説明申し上げます。 

 本条例は、国のデジタル原則に照らした規制の一括見直しプランによる書面掲示等の

アナログ規制の点検、見直し方針に基づき、特定教育・保育施設および特定地域型保育

事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第

３９号）が一部改正されたことに伴い、多賀町特定教育・保育施設および特定地域型保

育事業の運営に関する基準を定める条例について所要の改正を行うものでございます。  

 議案書の９６ページをお願いいたします。 

 第２３条につきましては、特定教育・保育施設における運営規程の概要等の重要事項

について、当該施設への掲示に加え、インターネットでの公開が義務づけられたため、

見出しおよび条項を改めるものでございます。 

 第５３条第２項第２号につきましては、特定教育・保育施設が各種書類の提出や交付

の際に利用します電磁的手段につきまして、これまではフロッピーディスクやＣＤ－Ｒ

ＯＭ等の具体的な媒体の記述がなされておりましたが、各種手続のオンライン化の弊害

となる等の観点から、特定の媒体の種類を示さない規定に変更されたため、改正を行う

ものでございます。 

 付則につきましては、公布の日から施行するものでございます。 

 以上、説明とさせていただきます。ご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 
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〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これより討論を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 「議案第５１号 多賀町特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について」は、原案のとおり決定することに

賛成の方はご起立願います。 

〔起 立 全 員〕 

○議長（菅森照雄君） 起立全員であります。よって、議案第５１号は原案のとおり可決

されました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２２ 「議案第５２号 令和６年度多賀町一般会計補正予

算（第２号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 本多総務課長。 

〔総務課長 本多正浩君 登壇〕 

○総務課長（本多正浩君） 「議案第５２号 令和６年度多賀町一般会計補正予算（第２

号）について」、ご説明申し上げます。 

 ９７ページをお願いいたします。 

 令和６年度に入りまして間もない時期ではございますが、コロナウイルスワクチンの

接種や多賀小学校の改修工事など、早急に対応する必要が生じましたので、補正予算措

置のお願いをするものでございます。今回の補正につきましては、第１条記載のとおり、

既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ６,５８１万８,０００円を追加し、歳入歳出５７

億１,３９１万円とするものでございます。 

 補正内容につきましては１０３ページ、歳入からご説明いたします。 

 まず、５０款国庫支出金では、戸籍システムの改修や児童手当制度の改正に伴う補助

の受入れと、教育費では今年度の補助金の内示額に合わせて減額し、総額で３９９万７ ,

０００円を追加計上しております。 

 ５５款県支出金では、林業費は、林道整備に係る補助および教育費で、不登校対策に

係る補助を受け入れ、合わせて１４６万円を追加するものでございます。 

 ７０款、基金繰入金は、多賀小学校の改修工事に係る財源として、公共施設等維持管

理基金より２,６４０万円を繰入れし、７５款２,５６３万９,０００円は、今回の補正

に要する財源として充当するものです。 

 １０４ページ、８０款諸収入ではコロナワクチン接種助成金として８２０万円を受け
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入れるほか、林道施設負担金１２万２,０００円の受入れと合わせて、それぞれ関係機

関より８３２万２,０００円を受け入れるものでございます。 

 次に、歳出でございます。１０５ページをお願いいたします。 

 １０款、総務費では、児童手当制度の改正による職員給与管理システムや戸籍システ

ムの改修で、総務管理費および戸籍住民基本台帳費、合わせて３４４万円、町税の過年

度還付金３００万円を追加させていただき、計６４４万円の追加をお願いするものです。  

 １５款民生費では、社会福祉総務費では、社会福祉協議会への役場職員派遣に伴う補

助金について、不用額となる４４９万７,０００円を減額し、１０６ページ、児童福祉

費での児童手当制度の改正による対応で４１７万円の追加、認定こども園費では、大滝

たきのみやこども園の施設補修工事４６万８,０００円を追加させていただきたく、民

生費総額７０万３,０００円の追加をお願いするものです。 

 ２０款衛生費では、額の大きなものとして、保健事業費での６５歳以上の方や６０歳

から６４歳の重症化リスクのある方を対象にしたコロナワクチン接種関連で１,３３４

万３,０００円や、１０７ページ、環境衛生費での湖東広域衛生管理組合への負担金１

２１万９,０００円の追加等で衛生費総額１,４７６万３,０００円の追加をお願いする

ものです。 

 ２５款農林水産業費では、農業費では、パイプハウスの設置補助で１２０万７,００

０円、土地改良事業対策費での農業用水路の長寿命化への補助で１４７万９,０００円、

１０８ページ、林業費での林道維持補修工事２８９万４,０００円など、農林水産業費

合わせて５５８万円の追加をお願いするものです。 

 消防費では、集落における消火栓設備の点検結果を受け、ホースの老朽化や更新時期

を過ぎているものが多くあることが判明し、早急に更新を進めていただくため、消防施

設費での集落への補助で４６６万７,０００円の追加、また、災害対策費では、能登半

島地震への被災地域への職員派遣に係る費用として旅費等７１万４,０００円を追加し、

計５３８万１,０００円をお願いするものです。 

 ４５款教育費では、１０８ページから１０９ページ、教育振興費で、不登校やフリー

スクールへの対応として３６万円、学校管理費では、多賀小学校における改修工事費で

２,９５９万円の追加をお願いし、文化財保護費では、文化財地域計画事業に係る国庫

補助の内示額に合わせ、３６１万９,０００円の減額。 

 １１０ページ、海洋センター費では、Ｂ＆Ｇ海洋センターでの救護室の設置費２０万

９,０００円、また、あけぼのパークにおける障がい者雇用における費用２０８万７,０

００円の追加など、教育費総額２,８９９万１,０００円の追加をお願いするものです。

災害復旧費では、町道甲頭倉線において、冬場の積雪や降雨によって法面が崩れており、

早急に修繕いたしたく３９６万円の工事費の追加をお願いするものです。 

 以上、提案説明とさせていただきますので、ご審議賜りますようよろしくお願い申し

上げます。 
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○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第５２号については、議長を除く９人の委員で構成する予算特別

委員会を設置し、これに付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５２号は、９人の委員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付

託して審査することに決定しました。 

 お諮りします。ただいま設置されました予算特別委員会の委員の選任については、委

員会条例第７条第４項の規定により、お手元の名簿のとおり指名したいと思いますが、

ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、予算特別委員会の委員はお手元の名簿のとおり選任することに決定しました。  

 予算特別委員会において、委員会条例第８条第２項の規定により、委員長および副委

員長の互選をお願いいたします。なお、その結果を議長まで報告願います。 

 暫時休憩します。 

 再開は議場の時計で１３時とします。 

（午前１１時４４分 休憩） 

                                        

（午後 １時００分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま、予算特別委員会の委員長および副委員長の報告がありましたので、発表い

たします。委員長に８番、山口久男議員、副委員長に４番、近藤勇議員が選出されまし

た。 

 なお、予算特別委員会は別紙の日程表により審査していただき、その経過と結果を議

長まで報告願います。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２３ 「議案第５３号 令和６年度多賀町国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 小菅税務住民課長。 

〔税務住民課長 小菅俊二君 登壇〕 

○税務住民課長（小菅俊二君） 「議案第５３号 令和６年度多賀町国民健康保険特別会

計補正予算（第１号）」につきまして、ご説明申し上げます。 
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 議案書の１１１ページをお願いします。 

 今回お願いします補正は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けたシステ

ム改修。国保課税状況調べに係るシステム改修、国保情報データベースシステム改修に

係る負担金、令和５年度社会保障税番号制度システム整備費補助金額が確定し、その精

算として国に返還するため補正するものでございます。 

 第１条に記載のとおり、既定の歳入歳出の予算の総額に歳入歳出５０９万円を追加し、

歳入歳出それぞれ９億６,２９６万１,０００円とするものでございます。 

 議案書の１１６ページをお願いします。 

 歳入について、事項別明細書でご説明申し上げます。 

 １５款１０項４０目の総務費国庫補助金は、社会保障・税番号制度システム整備費補

助金として、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けたシステム改修費用４９

０万４,０００円を受け入れるものです。 

 ２５款５項１０目の保険給付費等交付金は、特別調整交付金分として、国保課税状況

調べに係るシステム改修費用、国保情報データシステム改修費用１６万５,０００円を

受け入れるものです。 

 ４５款５項１０目のその他繰越金は、令和５年度社会保障・税番号制度システム整備

費補助金額が確定し、その精算として国に返還するため２万１,０００円を計上するも

のです。 

 議案書の１１７ページをお願いします。 

 歳出についてご説明申し上げます。 

 ５款５項５目１２節の委託料は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に向けた

システム改修、国保課税状況調べに係るシステム改修委託料として５０６万２,０００

円。１８節の負担金補助及び交付金は、国保情報データベースシステム改修負担金とし

て７,０００円の補正をお願いするものです。 

 ３５款５項５目の償還金は、令和５年度社会保障・税番号制度システム整備費補助金

額が確定し、その精算として国に返還するため２万１,０００円の補正をお願いするも

のです。 

 令和６年度多賀町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）についての説明は以上で

ございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

 ８番、山口久男議員。 

○８番（山口久男君） 今、課長の方から説明受けました。マイナンバーカードと健康保

険証のひもづけをするシステムを改修する費用、これは全額国の補助ですので、国の負

担金ですので、多賀町がそれを受け入れるということはできないと思いますけれども、

ただ、今現行の健康保険証を残してほしいという声もかなり聞いておりますし、例えば

保険協会とかのお医者さんとかも、特に診療所を開設されているお医者さんも、現行の
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健康保険証の方が使い勝手もいいんだと、それを全部なくしてしまうということについ

て、反対の声も上がっております。 

 今現在、そこでお聞きしますけれども、多賀町のマイナンバーカードと健康保険証を

ひもづけされている数といいますか、比率とかというのは分かりますか。そして今後の、

これは国の制度ですので、いずれなくしたときに町民の方のいろんなご意見等も出てく

るかと思いますけれども、その辺のとこら辺の今後の対応についてどのように考えてお

られるのか。私も産建の方に入っておりますので、総務常任委員会の方で審査をされる

と思いますけれども、本会議ですので、改めてその点についてお聞きをしたいと思いま

す。課長の方からの説明を求めます。 

○議長（菅森照雄君） 小菅税務住民課長。 

○税務住民課長（小菅俊二君） 山口議員の質問にお答えいたします。 

 まず、マイナンバーカードと保険証のひもづけの数について把握しているかというこ

となんですが、今のところ資料を用意できておりませんので確認させていただいてお返

事させていただくという形でお願いしたいと思っております。これからの対応につきま

しても、書類を整理させていただいて、回答させていただくという形でお願いしたいの

ですが、よろしいでしょうか。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） 今、確認できますか。 

 小菅税務住民課長。 

○税務住民課長（小菅俊二君） マイナンバーカードの保有者数は確認できるんですが、

保険証とひもづけされている人数は把握できないので、確認させていただく時間を頂き

たいと思います。 

○議長（菅森照雄君） どれぐらいかかりますか。 

○税務住民課長（小菅俊二君） すぐには出ないので、確認させていただく時間を頂いて

よろしいでしょうか。 

 暫時休憩します。 

（午後 １時０７分 休憩） 

                                        

（午後 １時１４分 再開） 

○議長（菅森照雄君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 小菅税務住民課長。 

○税務住民課長（小菅俊二君） 山口議員の質問にお答えいたします。 

 先ほどのマイナンバーカードと保険者証のひもづけについてでございますが、町とし

ましては、国民健康保険にひもづけておられる方のみということで把握しております。

被保険者数が１,４００でございまして、このうち健康保険証にひもづけておられる方

が９９０人ということで、率にしますと７０.７１％ということになります。 
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 もう１点、今後の動向なんですが、健康保険証の廃止については、国の方で決められ

ている方針でございますので、その意向にのっとって、町としても進めてまいりたいと

考えています。１２月で健康保険証は切替えになって、資格者証というのに切り替わり

ますので、そちらについても、事務がしっかり行えるように進めてまいりたいと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（菅森照雄君） ８番、山口久男議員。 

○８番（山口久男君） ありがとうございます。私、急に数字を申して、最初から聞いと

ったらよかったんですけれども、思い出しました。マイナンバーカードというのは、ご

承知のようにこれ、任意取得です。私も、これまでマイナンバーカードを取得しており

ません。マイナンバーカードを取得されない方もおられるわけです。その場合は、資格

証明書を発行して、健康保険証の代わりにするんだということです。資格証明書という

のは、あくまでも資格を証明するだけであって、国の方でも大分問題になりましたけれ

ども、今の現行保険証とこの資格証明書と、どう違うのかと。もし仮に資格証明書と現

行の健康保険証が同じであれば、わざわざお金、それはシステム改修とかやらなくても、

現行の保険証をそのまま存続すればいいのではないのかなというのが率直な、私も町民

の方からいろんなご意見聞いたら、そういうお声もたくさん聞いております。健康保険

証を、例えばマイナンバーカードを持っていても、現行の健康保険証を見せてください

と、診療所を行ったら言われたという話も聞いておりますし、健康保険証を廃止する、

これは国の方針ですので、課長にとやかく質問する、答弁するあれはないかもわからん

けれども、何かそういういろんな問題がある。そういう中でもう１２月でもう廃止をす

るんだと、これ非常に町民の皆さんにとってどうなのかと。 

 先ほど、課長の方の答弁では、マイナンバーカードと健康保険証をひもづけされてい

るのが７０.７１％ですよと。あとの２９％ぐらいの人が、今後どうされるのかという

ことだろうと思います。そのための費用として、今回補正として４,９００万余り上が

っているんだというふうに思いますけれども、全てが必ず保険証とひもづけされるかど

うかもわかりませんし、マイナンバーカードを全部取得されているかどうかもわからな

いと。今後、その点についてどのように町民の方に説明されるのか、周知されるのか、

ちょっとお聞きをしたい。これで質問を終わりますけれども、その点について課長のお

考えをよろしくお願い申し上げます。 

○議長（菅森照雄君） 小菅税務住民課長。 

○税務住民課長（小菅俊二君） 今の山口議員のご質問にお答えさせていただきます。 

 先ほども申し上げましたとおり、資格者証は国の方で取得するようにということで進

められている中での今回のシステム改修でございますということで、それ以降の動向に

つきましては、また国から方向性が今後示されてくるものと考えておりますので、それ

に従って町としても対応してまいりたいと考えております。 



－３７－ 

 以上でございます。 

○議長（菅森照雄君） ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第５３号については、会議規則第３９条第１項の規定により、総

務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５３号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） 日程第２４ 「議案第５４号 令和６年度多賀町介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）について」を議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 林福祉保健課長。 

〔福祉保健課長 林優子君 登壇〕 

○福祉保健課長（林優子君） 「議案第５４号 令和６年度多賀町介護保険事業特別会計

補正予算（第１号）について」、ご説明申し上げます。 

 議案書の１１９ページをお願いいたします。 

 今回の補正は、第１条のとおり、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ１

１２万３,０００円を追加し、歳入歳出それぞれ８億６,１１５万２,０００円とするも

のでございます。 

 今回の主な補正理由といたしましては、介護保険制度改正による介護保険システム改

修についての費用が必要になったため、所要の補正をお願いするものでございます。  

 それでは、事項別明細書により、１２４ページの歳入からご説明させていただきます。  

 １５款国庫支出金、介護保険事業補助金につきましては、令和６年８月からの介護保

険制度改正に対応するシステム改修費として１１２万３,０００円が必要となり、補助

率２分の１の５６万１,０００円を追加し、受け入れるものでございます。 

 ３０款繰入金、その他一般会計繰入金は、システム改修費の町負担分の５６万２,０

００円を事務費繰入金として繰入れするものでございます。 

 続きまして、１２５ページの歳出に移らせていただきます。 

 ５款総務費、５目一般管理費につきましては、介護保険制度改正による、先ほど申し

上げました令和６年８月からの対応の内容で、介護保険施設を利用したときの居住費等

の基準費用額および居住費等の負担限度額が変更となり、これらへの対応へのシステム

改修が必要となりましたので、システム改修委託料として１１２万３,０００円の増額

補正をお願いするものです。 

 以上、説明とさせていただきます。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げ



－３８－ 

ます。 

○議長（菅森照雄君） これより質疑を行います。 

〔「なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 お諮りします。議案第５４号については、会議規則第３９条第１項の規定により、総

務常任委員会に付託して審査したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（菅森照雄君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第５４号は総務常任委員会に付託することに決定しました。 

                                        

○議長（菅森照雄君） これで本日の議事日程は全て終了しました。 

 明日からの日程につきましては、別紙の会期日程表のとおり進めていきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 なお、再開は６月５日午前９時３０分とし、一般質問を行います。 

 長時間にわたってご審議いただき、誠にありがとうございました。 

 本日はこれで散会いたします。 

（午後 １時２５分 散会） 



－３９－ 

 

 多賀町議会会議規則第１２７条の規定により下記に署名する。 

 

 

                多賀町議会議長   菅 森  照 雄 

 

 

 

 

 

 

                多賀町議会議員   近 藤    勇 

 

 

 

 

 

 

                多賀町議会議員   大 谷  重 温 


